
 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ひとり親家庭等医療システム 

行政機関等の名称 坂町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部 民生課 

個人情報ファイルの利用目的 医療費の助成対象者を把握し、正確に支給事務を行うため 

記録項目 

氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、地方税関係情報、医療

保険関係情報、児童福祉・子育て関係情報、年金関係情報 

記録範囲 受給資格者、扶養義務者等 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総務部総務課  

（所在地）広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月１３日 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 子ども・子育て支援システム 

行政機関等の名称 坂町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部 民生課 

個人情報ファイルの利用目的 認定を行った子どもの情報管理 

記録項目 

連絡先、児童福祉・子育て関係情報、学校・教育関係情報 

記録範囲 教育・保育給付認定、施設等利用給付認定子ども 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総務部総務課  

（所在地）広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月１３日 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童手当システム 

行政機関等の名称 坂町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部 民生課 

個人情報ファイルの利用目的 正確な児童手当の給付を行うための受給者・児童情報の管理 

記録項目 

個人番号、氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、地方税関係

情報、児童福祉・子育て関係情報、年金関係情報 

記録範囲 児童手当の受給者、児童手当受給者の児童 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総務部総務課  

（所在地）広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月１３日 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当システム 

行政機関等の名称 坂町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部 民生課 

個人情報ファイルの利用目的 
児童扶養手当の支給対象者を把握し、正確に支給事務を行うた

め 

記録項目 

個人番号、氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、地方税関係

情報、障害者福祉関係情報、雇用・労働関係情報、年金関係情

報 

記録範囲 
児童扶養手当の受給者、児童扶養手当受給者の児童、児童扶養

手当受給者の配偶者、児童扶養手当受給者の扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総務部総務課  

（所在地）広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月１３日 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 重度心身障害者医療システム 

行政機関等の名称 坂町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部 民生課 

個人情報ファイルの利用目的 医療費の助成対象者を把握し、正確に支給事務を行うため 

記録項目 

氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、地方税関係情報、医療

保険関係情報、障害者福祉関係情報 

記録範囲 受給資格者、扶養義務者等 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総務部総務課  

（所在地）広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月１３日 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 心身障害者手帳システム 

行政機関等の名称 坂町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部 民生課 

個人情報ファイルの利用目的 
身体障害者手帳の申請情報及び進達結果情報の管理を正確に

行うため 

記録項目 

個人番号、氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、障害者福祉

関係情報 

記録範囲 身体障害者手帳の保有者、療育手帳の保持者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総務部総務課  

（所在地）広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月１３日 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特別児童扶養手当システム 

行政機関等の名称 坂町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部 民生課 

個人情報ファイルの利用目的 特別児童扶養手当の支給対象者を正確に把握するため 

記録項目 

個人番号、氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、地方税関係

情報、障害者福祉関係情報 

記録範囲 

特別児童扶養手当の受給者、特別児童扶養手当受給者の児童、

特別児童扶養手当受給者の配偶者、特別児童扶養手当受給者の

扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総務部総務課  

（所在地）広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年３月１３日 

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 乳幼児医療システム 

行政機関等の名称 坂町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
民生部 民生課 

個人情報ファイルの利用目的 医療費の助成対象者を把握し、正確に支給事務を行うため 

記録項目 

氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、地方税関係情報、医療

保険関係情報 

記録範囲 受給資格者、養育者等 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）総務部総務課  

（所在地）広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月１３日 

 


